


■特定商工業者とは 

商工会議所法（以下：同法）第７条に規定され、会議所地区内に引き続き 6か月以

上本支店、営業所、工場、営業所などの事業所を有する商工業者（商工会議所の会

員・非会員を問わず）のうち、資本金額または払込済出資総額 300 万円以上の法人、

または従業員数が 20 人以上（商業またはサービス業は 5 人以上）の法人・個人の

商工業者。 

 

■特定商工業者の責務について 

同法 10 条第 7 項、8 項の規定において、特定商工業者は、法定台帳の作成または

訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないの

に、これを拒んではならない。また、変更が生じたときは、すみやかに、その旨を

当該商工会議所に届け出なければならない。 

 

■負担金について 

 同法第 12条において、商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費

に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工

業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 
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